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※民間の自転車等駐車施設の台数を含む 
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(1)   

 1-1 26

 

  

　４つの施策 　２６の計画 これからの取り組みの状況

計画1 ⾧期賃貸借契約の締結 （協議継続）
計画2 定期借地権の活用 （協議継続）
計画3 既存施設の土地の公有化 （協議継続）
計画4 既存施設の立体化 調布駅１施設（継続）※1

（2）オープンスペースへの
　　  自転車等駐車施設の設置

計画5 生産緑地の活用 実施済み・完了

（3）連続立体交差事業跡地への
　　  自転車等駐車施設の設置

計画6 連続立体交差事業跡地への自転車等駐車施設の設置検討 実施済み・完了

（1）鉄道事業者による自転車等
　　  駐車施設の設置推進への協力

計画7 鉄道事業者との自転車等駐車施設設置の協議 実施済み・完了 ※2

計画8 補助制度の拡大 （協議継続）
計画9 補助対象施設の制限緩和 （協議継続）
計画10 施設所有者の附置義務強化 （協議継続）
計画11 附置義務対象施設の拡大 （協議継続）
計画12 商店街による調布市自転車等駐車施設（有料）の借用協議 （協議継続）
計画13 道路上等への有料自転車等駐車施設設置の検討 実施済み・継続
計画14 市内全施設の有料化 （協議継続）
計画15 利用者のニーズに応える幅広い料金制度の導入 実施済み・継続
計画16 無人式２４時間管理システムの導入検討 実施済み・継続
計画17 満空情報システムの導入検討 調布駅のみ実施済み・継続 ※3

（1）放置禁止区域の拡大 計画18  駅から半径約２００ｍ以内の路地を放置禁止区域に指定 実施済み・継続 ※4
計画19 撤去活動の曜日，時間帯及び実施エリアの拡大 （協議継続）
計画20 集中的撤去へ向けた保管場所の確保 実施済み・継続 ※5
計画21 施設利用に関する情報提供 （協議継続）
計画22 保管料金の見直し 実施済み・継続
計画23 返還日/時間帯の見直し 実施済み・継続

（4）利用・駐車マナー啓発 計画24  自転車の利用に関するパンフレットの作成・配布 （協議継続）
計画25 サイクルステーションの拡大 （協議継続）
計画26 市民を対象とした利用促進等 （協議継続）

3.
施設の運営管理の適正化

1.
恒久的な駐車
施設の設置

（1）既存自転車等駐車施設用地
　　  の⾧期的担保と有効活用

2.
関係者による
自転車等駐車
施設の設置推進

（2）民間事業者による自転車等
　　  駐車施設の設置推進
（3）商店街買い物客に対応した
　　  駐車場所確保のための対応

4.
既存対策の
改善・再構築

（2）撤去活動の強化と合わせた
　　  自転車等駐車施設利用に
　　  関する情報提供

（3）撤去・保管・返還に係る
　　  費用負担の見直し

（5）シェアサイクルの活用等

※１　調布駅南第２自転車駐車場の立体化の検討継続。
※２　調布駅周辺（調布駅，布田駅，国領駅）の鉄道敷地上部自転車等駐車場は整備完了
※３　調布駅周辺駐輪場の満空システム導入完了／残り8駅の導入も検討
※４　調布駅周辺における都市計画道路3・4・28号線の事業完了にともない，放置禁止区域の見直しが必要
※５　中央自動車道耐震補強等に伴う公共施設整備に伴う上石原自転車保管所の整備あり
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(2)   

 1-2  

 

  

施策の方向性 施策の具体的内容・取組

計画1 ⾧期賃貸借契約の締結
計画2 定期借地権の活用
計画3 既存施設の土地の公有化
計画4 既存施設の立体化

（2）オープンスペースへの自転
車等駐車施設の設置

計画5 生産緑地の活用

（3）連続立体交差事業跡地
への自転車等駐車施設の設置

計画6
連続立体交差事業跡地への自転車
等駐車施設の設置検討

（1）鉄道事業者による自転
車等駐車施設の設置推進への
協力

計画7
鉄道事業者との自転車等駐車施設設
置の協議

計画8 補助制度の拡大

計画9 補助対象施設の制限緩和

計画10 施設所有者の附置義務強化

計画11 附置義務対象施設の拡大

計画12
商店街による調布市自転車等駐車施
設（有料）の借用協議

計画13
道路上等への有料自転車等駐車施
設設置の検討

3.
施設の運営管
理の適正化

計画14 市内全施設の有料化

計画15
利用者のニーズに応える幅広い料金制
度の導入

計画16
無人式２４時間管理システムの導入
検討

計画17 満空情報システムの導入検討

６-２ 定期・一時利用台数見直しの検討

６-３ 多種多様なモビリティへ対応できる駐輪スペースの
確保

（1）放置禁止区域の拡大 計画18
駅から半径約２００ｍ以内の路地を
放置禁止区域に指定

７-１ 放置禁止区域の見直し

計画19
撤去活動の曜日，時間帯及び実施エ
リアの拡大

計画20 集中的撤去へ向けた保管場所の確保
計画21 施設利用に関する情報提供
計画22 保管料金の見直し
計画23 返還日/時間帯の見直し

（4）利用・駐車マナー啓発 計画24
自転車の利用に関する
パンフレットの作成・配布

７-２ 撤去活動の強化と合わせた自転車等駐車施設
利用に関する情報提供

計画25 サイクルステーションの拡大

計画26 市民を対象とした利用促進等

７-２ 撤去活動の強化と合わせた自転車等駐車施設
利用に関する情報提供

７-３ 撤去・保管・返還に係る費用負担の見直し

７．既存対策
の改善・再構築

実施済み

実施済み

５-１ 民間事業者による自転車等駐車施設の設置推
進への協力

３-１ サイクルステーションの拡充

現行計画（令和２年度改定版） 自転車活用推進計画

目標① 都市環境
　２６の計画

4.
既存対策の
改善・再構築 （2）撤去活動の強化と合わ

せた自転車等駐車施設利用に
関する情報提供

（3）撤去・保管・返還に係る
　　  費用負担の見直し

（5）シェアサイクルの活用等 ３．シェアサイク
ルの普及促進

該当なし

６．自転車等
駐車施設の運
営・管理の適正
化推進

1.
恒久的な駐車
施設の設置

（1）既存自転車等駐車施設
用地の⾧期的担保と有効活用

６-１ 施設の運営管理の適正化

４-１ 既存自転車等駐車施設用地の⾧期的担保

2.
関係者による
自転車等駐車
施設の設置推
進

（2）民間事業者による自転
車等駐車施設の設置推進

（3）商店街買い物客に対応
した駐車場所確保のための対
応

　４つの施策

５．関係者に
よる自転車等
駐車施設の設
置推進

実施済み

４．恒久的な
駐車施設の設
置



10 

2.  

 

 2-1  

 

 

  



11 

 

 2-2  

 

  



12 

2.1   

(1)   

 

1)   

 

2)   



13 

 2-3  

 

 2-4  

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

 

  



14 

3)   

 

 2-5  

・ 

・ 
・ 

・ 

・ 

・ 

 

4)   

 

 

  



15 

2.2   

(1)   

 

・ 

 

 

  



16 

 2-6  

 

  



17 

(2)   

1)   

 

 

  



18 

2)   

 

 

 

3)   

 

 

 2-1  

  



19 

2.3   

 

 

 2-2  

  



20 

1)   

 

 

 

 

 

 

 

 2-3  

  



21 

2)   

 

 

 

 

 

 

  



22 

車種 駐車場所 屋根の有無 区分 
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 

(円) (円) (円) 

自転車 地階 

又は1階 
有 

市内 2,000 5,700 10,800 

市外 2,200 6,300 12,000 

無 
市内 1,500 4,200 7,800 

市外 1,700 4,800 9,000 

２階 
有 

市内 1,600 4,500 8,600 

市外 1,800 5,100 9,800 

屋上 
無 

市内 700 1,900 3,400 

市外 900 2,500 4,600 

原動機付自転車 ― 
有 

市内 3,000 8,500 16,200 

市外 3,200 9,100 17,400 

無 
市内 2,500 7,000 13,200 

市外 2,700 7,600 14,400 

自動二輪車 ― 
無 

市内 4,000 11,300 21,300 

市外 4,200 11,900 22,500 

 

使用区分 車種 
使用料額 

(円) 

日ぎめ使用 自転車 100

原動機付自転車 200

自動二輪車 300

時間ぎめ使用 

（12時間） 

自転車※ 100

原動機付自転車 200

自動二輪車 300
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 2-7  

  

自転車 バイク(125cc以下)
一時利用 施設により120円、150円、170円 施設により180円、220円
定期利用

（１ヶ月）
施設により2,000円、2,500円、2,800円 施設により3,000円、3,700円

利用の種類
料金
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3)   

 2-9  

・ ・ 

・ ・ 

 

ゲート式システム 
つつじヶ丘駅南口西自転車駐車場 

ロック式システム 
調布市立布田東路上自転車等駐車場 

 
 2-4  
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4)   

 

 

   

調布市立国領西自転車等駐車場 調布市立調布西第２路上自転車等駐車場 
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7)   

 

●西調布南第２自転車駐車場 ●国領西自転車等駐車場 
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中央自動車道
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京王京王線

京王相模原線
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補助制度により誘導 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


